
【指定基準等の法令（省令・告示・条例独自基準）及び主な通知】                    
  該当する事業に係る法令等を必ず理解し、これらに記載されている基準を満たして適正な事業運営をお願いします。 

【障害者総合支援法 関係】 

〔指定基準・最低基準〕 

サービス種類 指 定 基 準 省 令 
指定基準の解釈通知 

※令和３年3月30日最終改正 

愛媛県・松山市  

指定基準条例 

最 低 基 準 省 令 

※令和5年３月31日最終改正 

愛媛県・松山市  

最低基準条例 

障害福祉サービス事業 

（愛媛県・松山市が指定） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準 （平成 18 年厚生労働省令第 171 号）※令和５

年３月31日最終改正 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害福祉サー

ビスの事業等の人員、設備及び運営に関する

基準について （平成18年障発第1206001号） 

有 

（一部独自基準） 

（療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支

援、就労継続支援のみ） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく障害福祉サービス事業

の設備及び運営に関する基準 （平成 18 年厚生

労働省令第174号）  

有 

（一部独自基準） 

障害者支援施設 

（愛媛県・松山市が指定） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成

18年厚生労働省令第 172号）※令和５年３月 31日最

終改正 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害者支援施

設等の人員、設備及び運営に関する基準につ

いて （平成19年障発第0126001号） 

有 

（一部独自基準） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律に基づく障害者支援施設の設備

及び運営に関する基準 （平成 18 年厚生労働省

令第177号）  

有 

（一部独自基準） 

一般相談支援事業 

（愛媛県・松山市が指定） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定地域相談支援

の事業の人員及び運営に関する基準 （平成 24

年厚生労働省令第27号）※令和5年３月31日最終改正 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定地域相談支援

の事業の人員及び運営に関する基準について 

 （平成24年障発第0330第21号） 

－ 

（条例委任なし） 

  

特定相談支援事業 

（各市町が指定） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定計画相談支援

の事業の人員及び運営に関する基準 （平成 24

年厚生労働省令第28号）※令和5年３月31日最終改正 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定計画談支援の

事業の人員及び運営に関する基準について 

 （平成24年障発第0330第22号） 

－ 

（条例委任なし） 

  

〔報酬算定基準〕 

サービス種類 報 酬 告 示  報酬の留意事項通知 ※令和5年3月31日最終改正 

障害福祉サービス事業、

障害者支援施設 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等

及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成 18 年厚生労働省告示

第523号）※令和5年3月31日最終改正 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指

定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の

算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 

（平成18年障発第1031001号） 一般相談支援事業 

（地域移行支援・地域定

着支援） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要す

る費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第124号）※令和3年3月23日最終改正 

特定相談支援事業 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要す

る費用の額の算定に関する基準（平成24年厚生労働省告示第125号）※令和5年3月31日最終改正 



【児童福祉法 関係】 

〔指定基準・最低基準〕 

サービス種類 指 定 基 準 省 令 
指定基準の解釈通知 

※令和3年3月30日最終改正 

愛媛県・松山市指定

基準条例 

最 低 基 準 省 令 

※令和5年4月7日最終改正 

愛媛県 

最低基準条例 

障害児通所支援 

（愛媛県・松山市が指定） 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成

24年2月3日厚生労働省令第15号）※令和5

年3月31日最終改正 

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等

の人員、設備及び運営に関する基準につい

て （平成24年障発0330第12号） 

有 

（一部独自基準） 

（児童発達支援センターのみ） 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

（昭和23年12月29日厚生省令第63号） 

有 

（一部独自基準） 

障害児入所施設 

（愛媛県が指定） 

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等

の人員、設備及び運営に関する基準（平成

24年2月3日厚生労働省令第16号）※令和5

年3月31日最終改正 

児童福祉法に基づく指定障害児入所施設の

人員、設備及び運営に関する基準について 

（平成24年障発0330第13号） 

有 

（一部独自基準） 

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準 

（昭和23年12月29日厚生省令第63号） 

有 

（一部独自基準） 

障害児相談支援 

（各市町が指定） 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準 （平成24

年厚生労働省令第29号）※令和5年3月31日最

終改正 

児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の

事業の人員及び運営に関する基準について 

 （平成24年障発0330第23号） 

－ 

〈条例委任なし〉 

  

〔報酬算定基準〕 

サービス種類 報 酬 告 示  報酬の留意事項通知 ※令和4年8月2日最終改正 

障害児通所支援 

 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関す

る基準 （平成24年厚生労働省告示第122号）※令和5年3月31日最終改正 

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算

定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 

 （平成24年障発0330第16号） 

 

障害児入所施設 児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準 

（平成24年厚生労働省告示第123号）※令和5年3月31日最終改正 

障害児相談支援 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準 

 （平成24年厚生労働省告示第126号）※令和5年3月31日最終改正 
 
※ 指定基準や報酬改定について、上記の他、これまでの報酬改定等に関するＱ＆Ａにも疑義解釈が記載されております。 

  



≪愛媛県・松山市独自基準（非常災害対策）≫ 

 ● 愛媛県及び松山市では、省令の基準のうち、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されている基準について、入所施設及び通所施設に対して『非常災

害対策』の独自基準を設けています。※訪問系・相談系事業のみを行う事業所は上記の独自基準の対象外です。 

独自基準 独自基準 愛媛県 松山市 

非常災害

対策計画

の作成・

掲示 

各施設の立地により予想される災害の種別（例：地震、風水害）に応じた施設防災計画（災

害発生時における利用者の安全確保ための体制、避難方法等を定めた計画）の作成、施設の

見やすい場所への掲示を義務付け 

①障害者支援施設、障害児入所施設及び児童発達

支援センター（児童福祉施設） 

①、②の施設及び事業所 

非常災害が発生した場合における事業所防災計画（災害発生時における利用者の安全確保た

めの体制、避難方法等を定めた計画）の作成、事業所の見やすい場所への掲示を義務付け 

②療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労

移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発

達支援及び放課後等デイサービスの事業所 

－ 

備蓄の確

保 

非常災害が発生した場合に備え、必要な食糧、飲料水、医薬品その他の生活物資の備蓄の確

保について、努力義務とする。 

①、②の施設及び事業所 上記事業所 

 

●愛媛県では、独自基準の解釈通知を発出しています。 

 愛媛県ホームページ：https://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/jyourei/index.html 

サービス種類 県独自基準の解釈通知 通知内容 

障害福祉サービス 

(対象サービスのみ) 

愛媛県指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例における県独自基準に係る解釈につ

いて （平成25年7月11日付け 25障第477号） 

独自基準（非常災害対策）の

趣旨、内容及び留意事項 

愛媛県障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例における県独自基準に係る解釈について 

 （平成25年7月11日付け 25障第479号） 

障害者支援施設 

愛媛県指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例における県独自基準に係る解釈について 

 （平成25年7月11日付け 25障第478号） 

愛媛県障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例における県独自基準に係る解釈について 

 （平成25年7月11日付け 25障第480号） 

障害児通所支援 

(上記対象サービスのみ) 

愛媛県指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例における県独自基準に係る解釈について 

 （平成25年7月16日付け 25障第506号） 

障害児入所施設 
愛媛県指定障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例における県独自基準に係る解釈について 

 （平成25年7月16日付け 25障第507号） 

児童福祉施設 

（障害児入所施設、児童発達支援センター） 

愛媛県児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成24年愛媛県条例第49号）における県独自基準に係る解釈

について （平成25年8月2日付け 25子第558号） 

 

  

https://www.pref.ehime.jp/h20700/fukushi/jigyousyaoshirase/jyourei/index.html


≪その他主な厚生労働省告示・通知≫ 

○サービス提供者の要件 

サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

障害福祉サービス（訪問系） 
指定施設における業務の範囲等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の

業務の範囲等について（昭和63年2月12日付け社庶第29号） 【R5.5.31改正】 

社会福祉士の相談援助業務の範囲等（別添 1）、介護福祉士試験の受験資格

やサービス提供責任者の実務経験に係る介護等の業務の範囲等（別添2） 

障害福祉サービス（訪問系） 
指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等

（平成18年9月29日厚生労働省告示第538号）【R5.3.31改正】 

ヘルパーの要件 

障害福祉サービス（日中活動系・ＧＨ）、 
障害者支援施設 

指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるも

の等（平成18年9月29日厚生労働省告示第544号）【R5.6.30改正】 

サービス管理責任者の要件 

重度障害者等包括支援 

指定重度障害者等包括支援の提供に係るサービス管理を行う者としてこども家庭庁長官及

び厚生労働大臣が定めるもの（平成 18年 9 月 29日厚生労働省告示第 547号）【R5.3.31改

正】 

指定重度障害者等包括支援におけるサービス管理責任者の要件 

障害児通所支援、 

障害児入所支援 

障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者としてこども家庭庁長官が定め

るもの（平成24年3月30日厚生労働省告示第230号） 【R5.6.30改正】 

児童発達支援管理責任者の要件 

地域相談支援 
指定地域相談支援の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成 24 年 3 月 30

日厚生労働省告示第226号）  

相談支援専門員の要件 

計画相談支援 
指定計画相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるも

の（平成24年3月30日厚生労働省告示第227号） 【R5.3.31改正】 

障害児相談支援 
指定障害児相談支援の提供に当たる者としてこども家庭庁長官が定めるもの（平成 24 年 3

月30日厚生労働省告示第225号） 【R5.3.31改正】 

○一般的な取扱い 

サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

障害福祉サービス、障害者支援施設、 

相談支援 

介護給付費等に係る支給決定事務等について  支給決定事務、計画相談支援給付費の支給事務、支給量の管理、利用者負

担上限額の管理、介護給付費・訓練等給付費等の請求及び支払 など 

障害児通所支援、障害児相談支援 
障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について  通所給付決定、障害児相談支援給付費の支給事務、支給量の管理、利用者

負担上限額の管理、障害児通所給付費等の請求及び支払い など 

全サービス 
障害福祉サービス・障害児通所支援等の利用者負担認定の手引き  負担上限月額を決める所得区分認定（就学前障がい児の無償化）、医療型個

別減免、補足給付、(新)高額障害福祉サービス費等給付費 など 

障害福祉サービス（通所系・短期入所）、 

障害者支援施設 

食事の提供に要する費用、光熱水費及び居室の提供に要する費用に係る利用料等に関す

る指針（平成18年9月29日厚生労働省告示第545号） 【R3.3.23改正】 

指定基準に定める利用者から受け取ることが認められる費用のうち、「食費、

光熱水費、居室」の具体的取扱い 

食費 生活介護・短期入所・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援・障害者支援施設 

光熱水費 短期入所・宿泊型自立訓練のみ 

居室 宿泊型自立訓練のみ 
 

障害者支援施設（施設入所支援） 厚生労働大臣の定める利用者が選定する特別な居室の提供に係る基準（平成18年9月29 指定基準に定める利用者から受け取ることが認められる費用のうち、「特別な



日厚生労働省告示第541号） 居室」の具体的取扱い 

サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

障害児通所支援（児童発達支援セ

ンター・医療型児童発達）、 

福祉型障害児入所支援 

食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針（平成 24 年 3 月 30

日厚生労働省告示第231号） 【R5.3.31改正】 

指定基準に定める保護者から受け取ることが認められる費用のうち、「食費、

光熱水費」の具体的取扱い 

食費 児童発達支援センター・医療型児童発達支援・福祉型障害児入所支援 

光熱水費 福祉型障害児入所支援のみ 
 

障害福祉サービス（日中活動系・ 短期入所・ ＧＨ）、 

障害者支援施設 

障害福祉サービス等における日常生活に要する費用の取扱いについて（平成18年12月6

日付け障発第1206002号） 

指定基準に定める利用者（保護者）から受け取ることが認められる費用のう

ち、「その他の日常生活費」の具体的取扱い 

障害児通所支援（児童発達支援・医療型

児童発達・放デイ）、障害児入所支援 

障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて

（平成24年3月30日付け障発0330第31号） 

障害福祉サービス（通所系） 
日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について（平

成18年9月28日付け障障発第0928001号） 

生活介護・自立訓練（機能訓練）・自立訓練（生活訓練）・就労移行支援・就労

継続支援における利用日数の原則と例外の取扱い 

生活介護 
厚生労働大臣が定める平均障害支援区分の算定方法（平成 18年 9月 29日厚生労働省告

示第542号） 【R5.3.31改正】 

生活介護の人員配置基準における「平均障害支援区分」の算定方法 

（旧法からの経過措置利用者を除いて算出） 

全サービス 
指定障害福祉サービス事業者の事業廃止（休止）に係る留意事項等について（平成 29 年 7

月28日付け厚生労働省事務連絡） 

事業の廃止（休止）を行う場合の現利用者の引継ぎ等の手続き 

生活介護・児童発達・ 

放デイ 

児童福祉法に基づく主に重症心身障害児を通わせる児童発達支援の事業等を介護保険法

令に基づく療養通所介護事業所において実施する場合の取扱について（平成30年3月30

日付け厚生労働省事務連絡） 

介護保険法の療養通所介護事業所が、主に重症心身障害児・者を通わせる

生活介護・児童発達支援・放課後等デイサービスを実施する場合の基準の緩

和 

療養介護、 

障害者支援施設（生活介護） 

特別養護老人ホーム等における療養の給付の取扱いについて（平成 18年 3月 31日付け

保医発第0331002号）  

配置医師における医療保険との併給調整 

障害福祉サービス 

・介護扶助と障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と

の適用関係等について（平成19年3月29日付け社援保第0329004号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険

制度との適用関係について（平成19年3月28日障企発第0328002号・障障発第0328002号） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険

制度との適用関係等に係る留意事項等について（平成27年2月18日付け厚生労働省事務連絡） 

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険

法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業の適用関係に係る留意事項について（平成 29 年 7 月 12

日付け厚生労働省事務連絡） 

・共生型サービスの施行に伴う障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基

づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意事項等について（平成30年3月30日付け

厚生労働省事務連絡） 

介護保険との給付調整 

 

 



サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

全サービス 

障害者（児）施設における虐待の防止について（平成17年10月20日障発第1020001号） 虐待の類型、未然防止、早期発見・対応について 

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き（厚生労働省障害福祉課地

域生活支援推進室作成）【R5.7改訂】 

障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応方法 

 

○訪問系関連 

サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

居宅介護 
平成20年4月以降における通院等介助の取扱いについて

（平成 20 年 4 月 25 日付け障障発第 0425001 号） 

通院等介助、通院等乗降介助、身体介護の算定等の取扱い 

重度訪問介護、行動援護、 

重度包括支援、 

ほか強度行動障がい児・者支援関係 

重度訪問介護の対象拡大に伴う支給決定事務等に係る留意事項について（平成26年3月31

日付け障障発0331第8号） 

重度の知的障がい者・精神障がい者（行動障がいを有する者）に対象を拡大する

にあたっての標準的なアセスメント（支援計画シート及び支援手順書の標準例） 

重度訪問介護・同行援護・ 

行動援護 

入院中の医療機関から外出・外泊時における同行援護等の取扱いについて（平成 28 年 6 月

28日付け障障発0628第1号） 

入退院時及び入院中の外出・外泊に係る重度訪問介護・同行援護・行動援護の取

扱い（※病院への往来） 

重度障害者等包括支援 
平成 30年 4月以降の重度障害者等包括支援の取扱いについて（平成 30年 3月 30日付け

厚生労働省事務連絡） 

平成30年報酬改定で実施した基本報酬・加算の見直し及び基準の緩和等 

 

○就労系関連通知（就労移行支援、就労継続支援） 

サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

就労継続支援A型 
障害者自立支援法の施行に伴う最低賃金の減額の特例許可手続について（平成 18 年 10 月

2日付け障障発1002001号） 

最低賃金の減額の特例許可申請書用の添付資料の提示等 

就労継続支援A型・B型 
就労継続支援事業利用者の労働者性に関する留意事項について（平成 18年 10月 2日付け

障障発第1002003号） 

利用者の労働・作業、利用開始時、労働関係法令の適用等の留意事項 

就労移行、 

就労継続支援A型・B型 

就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて（平成18年社援発第1002001号） 社会福祉法人以外の法人における就労支援事業の会計処理の取扱い 

就労移行、 

就労継続支援A型・B型 

就労移行支援事業、就労継続支援事業（Ａ型、Ｂ型）における留意事項について（平成 19年 4

月2日付け障障発第0402001号） 【R3.3.30改正】 

工賃（賃金）実績報告、各種雇用関係助成金との関係、ハローワークに A 型利用

者を募集する際の留意事項、重度者支援体制加算の取扱い、施設外支援・施設

外就労・在宅利用者の支援に係る所定単位数の取扱い 

平成 29年 4月の A型指定基準の見直し（運営規程・賃金及び工賃・就労の機会

の提供）に伴う、個別支援計画様式の提示、生産活動収支差額から賃金（工賃）を

支払うことができない場合の経営改善の取組み、情報公表（財務諸表・生産活動

内容・平均月額賃金（工賃）） 

 

 

 



サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

就労移行、 

就労継続支援A型・B型 

・平成 27 年度以降の就労継続支援 B 型事業の利用に係るアセスメントの取扱い及び当該ア

セスメントに係るマニュアルの送付について（平成27年3月16日事務連絡） 

・就労系障害福祉サービスにおけるアセスメントに係るマニュアル等の周知について（令和３

年８月25日事務連絡） 

就労アセスメントの具体的な実施方法等 

就労移行、 

就労継続支援A型・B型 

就労移行支援及び就労継続支援における適切なサービス提供の推進について（平成28年障

障発0330第1号） 

Ａ型・Ｂ型の支給決定手続き、事業所における適切なサービス提供に向けた指導 

就労移行 
就労移行支援事業の適正な実施について（令和元年11月5日付け障障発1105第1号） 利用者の就職状況の把握・報告、一般就労へ移行後の就労移行支援の例外的な

利用、基本報酬の算定区分の届出に係る就労状況の添付資料の提出 

就労継続支援A型 

・厚生労働大臣が定める事項及び評価方法（令和3年3月23日厚生労働省告示第88号） 

・厚生労働大臣が定める事項及び評価方法の留意事項について（令和 3年 3月 30日障障発

0330第5号）【R5.3.31改正】 

指定就労継続支援A型事業所の基本報酬の算定に係る実績について、令和３年

度報酬改定により、当該事業所等における利用定員、人員配置に加え、評価点

（スコア）の合計点に応じ算定することとなったことから、評価項目及び各項目の評

価方法について具体的に示したもの。 

就労定着支援 就労定着支援の実施について（令和3年3月30日付け障障発0330第１号）  

 

 

 ○障害児通所支援関係 

サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

放デイ 
放課後等デイサービスガイドラインについて（平成27年4月1日付け障発0401第2号） 放課後等デイサービスの支援指針 

児童発達 
児童発達支援ガイドラインについて（平成29年7月24日付け障発0724第1号） 児童発達支援の支援指針 

障害児通所支援 

こども家庭庁長官が定める医療行為（令和 3年 3月 23日厚生労働省告示第 89号）【R5.3.31

改正】 

従来より看護職員加配加算等の算定の対象となってきた「医療的ケア」について、

障害児通所支援における医療的ケア児に係る基本報酬等の算定対象とする上

で、改めて示されたもの。「医療行為」の範囲について、新たな解釈を示したもの

ではない。（令和３年度報酬改定QAvo.2問39より） 

 

 ○相談支援関係 

サービス種類 告 示 ・ 通 知 内  容 

計画相談・障害児相談 
計画相談支援等に係る令和 3年度報酬改定の内容等及び地域の相談支援体制の充実・強化

に向けた取組について（令和3年3月31日付け障障発0331第7号） 

令和3年度報酬改定による見直し内容等 

計画相談・障害児相談 
相談支援に関するＱ＆Ａについて （令和3年4月8日付け事務連絡） 計画相談支援に関する疑義照会を中心としたＱ＆Ａ 

（報酬改定Ｑ＆Ａの一部を含む） 

 


